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Ｑ１ 管理技術者は、従事認定者※であることが必須要件なのか。 

 

Ａ１ 積算支援業務が含まれている場合、①積算支援業務の担当技術者が全て従事認定者で

ある、または、②管理技術者が従事認定者である必要があります。 

 

②管理技術者が従事認定者である場合、担当技術者には従事認定者であることを求めて

おりません。従事認定者である管理技術者が、従事認定者ではない担当技術者を指揮監

督することで、積算支援業務を適切に実施していただきます。 

 

※従事認定者・・・「積算業務民間委託に係る技術調査実施要項」により実施した技術

調査に、５年間のうちに２回連続して合格した者。 

 

積算支援業務が含まれている場合は、最少でも従事認定者１名を配置する必要がありま

すので、以下の例をご参考としてください。 

 

例）①-1 積算支援業務の担当技術者が全て従事認定者 ※従事認定者２名を配置 

（積算支援と工事監督支援を同一の担当技術者が実施する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）①-2 積算支援業務の担当技術者が全て従事認定者 ※従事認定者１名を配置 

（積算支援と工事監督支援で異なる担当技術者が実施する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理技術者 

担当技術者Ａ 担当技術者Ｂ 

個別工事ａ 

積算及び監督支援担当 

 

個別工事ｂ 

積算及び監督支援担当 

 

従事認定者 従事認定者 

管理技術者 

担当技術者Ａ 担当技術者Ｂ 担当技術者Ｃ 

個別工事ａ、ｂ 

積算担当 

 

個別工事ａ 

監督支援担当 

個別工事ｂ 

監督支援担当 

 

従事認定者 
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例）①-3 積算支援業務の担当技術者が全て従事認定者 ※従事認定者１名を配置 

（積算及び監督支援の担当技術者と、監督支援のみの担当技術者の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）②-1 管理技術者が従事認定者 ※従事認定者１名を配置 

（積算支援と工事監督支援を同一の担当技術者が実施する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）②-2 管理技術者が従事認定者 ※従事認定者１名を配置 

（積算支援と工事監督支援で異なる担当技術者が実施する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理技術者 

担当技術者Ａ 担当技術者Ｂ 

個別工事ａ 

積算及び監督支援担当 

 

個別工事ｂ 

積算及び監督支援担当 

 

従事認定者 

管理技術者 

担当技術者Ａ 担当技術者Ｂ 担当技術者Ｃ 

個別工事ａ、ｂ 

積算担当 

 

個別工事ａ 

監督支援担当 

個別工事ｂ 

監督支援担当 

 

従事認定者 

管理技術者 

担当技術者Ａ 担当技術者Ｂ 

個別工事ａ、ｂ 

積算担当（ａ、ｂ） 

監督支援担当（ａのみ） 

 

個別工事ｂ 

監督支援担当（ｂのみ） 

 

従事認定者 
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Ｑ２ 担当技術者は、発注機関（各地域県民局地域整備部など）への駐在が不要なのか。 

 

Ａ２ 原則として、書類提出はＡＳＰや電子メールを、施工検査や現場確認は遠隔臨場を、

協議打合せはＷｅｂ会議を採用することとし、発注機関への駐在（出勤）は不要で

す。 

 

ただし、積算支援業務においての設計書データを最新単価への更新など、一部の作業に

限っては、発注機関での作業が必要となります。 

 

包括的発注者支援業務では、履行期間中の担当技術者に専任を求めるものではありませ

ん。ＡＳＰや遠隔臨場、Ｗｅｂ会議の活用により移動時間を無くすことなどで生産性向

上を図りますので、包括的発注者支援業務に係る作業を実施していない期間（時間）

は、包括的発注者支援業務以外の業務に従事することが可能です。 

 

 

 

Ｑ３ 監督職員から担当技術者への「指示」があるのか。 

 

Ａ３ 包括的発注者支援業務では、管理技術者が担当技術者への指揮監督（命令）を行いま

すので、発注者（監督職員）から直接、担当技術者へ指示をすることはありません。 

発注者（監督職員）からの指示がある場合は、管理技術者へ指示をします。 

発注者から管理技術者へ電子メールで指示を伝達する際に、ＣＣに担当技術者を含める

ことは、受注者の希望があった場合に限って可能となります。 

 

ただし、災害発生時の避難指示などの安全衛生に関する指示に限っては、発注者から担

当技術者へ直接指示する場合があります。 

 

 

 

Ｑ４ 積算支援業務の設計書１本当たりの歩掛りには、当初発注時と変更契約時の対応が全

て含まれているのか。 

 

Ａ４ 包括的発注者支援業務は、災害復旧事業を基本として考えております。 

当初発注時は既にある査定設計書データを実施設計書に置き換える作業であり、変更契

約時でも、災害復旧事業の特性上、新たな工種を追加することが少ないことを想定して

おり、歩掛りには、原則として、当初発注時と変更契約時の対応を全て含みます。 

 

ただし、変更契約時に大幅な内容変更が伴う場合（設計書の過半が新たに発生した工種

となる変更など）は、受発注者協議により、必要に応じて適切に設計計上します。 


